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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１台の風力発電装置を含む風力発電施設のデータ収集システムであって、
　前記少なくとも１台の風力発電装置をそれぞれ制御するための制御部と、前記少なくと
も１台の風力発電装置の状態又は運転履歴を示す１以上のパラメータに関する代表データ
を記憶するための代表データ記憶部と、前記１以上のパラメータに関するデータを前記制
御部の制御演算周期毎にそれぞれ取得し、取得した前記１以上のパラメータの前記データ
を該パラメータの前記代表データとして前記代表データ記憶部に記憶すべきか否かを前記
制御演算周期ごとに判断するように構成された代表データ選択部と、を含む少なくとも１
つの風車コントローラと、
　各々の前記風車コントローラの前記代表データ記憶部に記憶された各々の前記風力発電
装置の状態に関する前記１以上のパラメータの前記代表データを各々の前記風車コントロ
ーラから収集するように構成されたデータ収集部と、を備え、
　前記風車コントローラは、
　　前記データを取得するように前記風力発電装置に設けられたセンサを含む外部機器と
前記風車コントローラとを接続可能に構成されたＩ／Ｏインタフェースと、
　　前記制御部および前記代表データ選択部の少なくとも一部として機能するＣＰＵと、
　　前記代表データ記憶部として機能する記憶装置と、
　　前記Ｉ／Ｏインタフェース、前記ＣＰＵ及び前記記憶装置を互いに接続し、前記風車
コントローラ内において前記Ｉ／Ｏインタフェース、前記ＣＰＵ及び前記記憶装置を相互
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に通信可能とするように構成されたバスと、
を含む
ことを特徴とする風力発電施設のデータ収集システム。
【請求項２】
　少なくとも１台の風力発電装置を含む風力発電施設のデータ収集システムであって、
　前記少なくとも１台の風力発電装置をそれぞれ制御するための制御部と、前記少なくと
も１台の風力発電装置の状態又は運転履歴を示す１以上のパラメータに関する代表データ
を記憶するための代表データ記憶部と、前記１以上のパラメータに関するデータを前記制
御部の制御演算周期毎にそれぞれ取得し、取得した前記１以上のパラメータの前記データ
を該パラメータの前記代表データとして前記代表データ記憶部に記憶すべきか否かを前記
制御演算周期ごとに判断するように構成された代表データ選択部と、を含む少なくとも１
つの風車コントローラと、
　各々の前記風車コントローラの前記代表データ記憶部に記憶された各々の前記風力発電
装置の状態に関する前記１以上のパラメータの前記代表データを各々の前記風車コントロ
ーラから収集するように構成されたデータ収集部と、を備え、
　前記代表データ選択部は、前記少なくとも１台の風力発電装置に関するイベントが発生
したときに、前記イベントの発生時刻における前記データ、または、該発生時刻の前後を
含む期間における前記データのうち規定条件を満たすデータを前記代表データとして前記
代表データ記憶部に記憶すべきであると判断するように構成される
ことを特徴とする風力発電施設のデータ収集システム。
【請求項３】
　前記イベントは、前記少なくとも１台の風力発電装置の予め設定した停止中の記録開始
指示、起動、停止、併入、解列、状態の変化の検知、またはトリップの少なくとも一つで
ある
ことを特徴とする請求項２に記載の風力発電施設のデータ収集システム。
【請求項４】
　前記イベントは、前記少なくとも１台の風力発電装置に作用する荷重が規定値を超えた
ことである
ことを特徴とする請求項２に記載の風力発電施設のデータ収集システム。
【請求項５】
　前記イベントは、前記少なくとも１台の風力発電装置が接続される電力系統の系統電圧
の変動量が規定値を超えたことである
ことを特徴とする請求項２に記載の風力発電施設のデータ収集システム。
【請求項６】
　前記代表データ記憶部は、前記イベントの発生毎に、前記代表データ選択部により選択
された前記代表データとともに、前記制御部の内部時計により取得される前記イベントの
発生時刻を記憶するように構成された
ことを特徴とする請求項２乃至５の何れか一項に記載の風力発電施設のデータ収集システ
ム。
【請求項７】
　前記データ収集部によって収集された前記代表データに基づいて、前記風力発電装置の
状態監視を行うように構成された状態監視部をさらに備え、
　前記代表データ記憶部は、前記イベントの発生毎に、前記代表データ選択部により選択
された前記代表データを記憶するように構成され、
　前記データ収集部は、前記代表データ記憶部に前記イベントの発生毎に記憶された複数
の前記代表データを収集するように構成され、
　前記状態監視部は、前記複数の前記代表データを比較することにより、前記少なくとも
１台の風力発電装置の異常を検知するように構成された
ことを特徴とする請求項２乃至６の何れか一項に記載の風力発電施設のデータ収集システ
ム。
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【請求項８】
　前記データ収集部によって収集された前記代表データに基づいて、前記風力発電装置の
状態監視を行うように構成された状態監視部をさらに備え、
　前記風力発電施設は複数の風力発電装置を含み、
　前記データ収集部は、前記複数の風力発電装置の各々の前記代表データ記憶部に記憶さ
れた前記代表データを収集するように構成され、
　前記状態監視部は、前記複数の風力発電装置についての前記代表データを比較すること
により、前記少なくとも１台の風力発電装置の異常を検知するように構成された
ことを特徴とする請求項１乃至７の何れか一項に記載の風力発電施設のデータ収集システ
ム。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの風車コントローラが接続されるローカルネットワークをさらに備
え、
　前記ローカルネットワークに接続された、前記データ収集部としての計算機が、前記ロ
ーカルネットワークを介して各々の前記風車コントローラから前記代表データを収集する
ように構成された
ことを特徴とする請求項１乃至８の何れか一項に記載の風力発電施設のデータ収集システ
ム。
【請求項１０】
　前記データ収集部によって収集された前記代表データに基づいて、前記風力発電装置の
状態監視を行うように構成された状態監視部をさらに備え、
　前記ローカルネットワークは、インターネットを介して前記状態監視部と接続されてお
り、
　前記データ収集部は、各々の前記風車コントローラから収集した前記代表データを、前
記インターネットを介して前記状態監視部に送信するように構成された
ことを特徴とする請求項９に記載の風力発電施設のデータ収集システム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１台の風力発電装置の運転制御又は状態監視を行うための監視制御部を
さらに備え、
　前記監視制御部は、前記制御部の前記制御演算周期よりも長い周期で前記少なくとも１
台の風力発電装置からの監視制御データを受け取るように構成された
ことを特徴とする請求項１乃至１０の何れか一項に記載の風力発電施設のデータ収集シス
テム。
【請求項１２】
　少なくとも１台の風力発電装置と、
　前記少なくとも１台の風力発電装置の状態又は運転履歴を示す１以上のパラメータに関
する代表データを収集するように構成された請求項１乃至１１の何れか一項に記載のデー
タ収集システムと、
を備えることを特徴とする風力発電施設。
【請求項１３】
　少なくとも１台の風力発電装置を含む風力発電施設のデータ収集方法であって、
　前記少なくとも１台の風力発電装置は、該風力発電装置をそれぞれ制御するための制御
部を含む風車コントローラを含み、
　前記風車コントローラにより、前記少なくとも１台の風力発電装置の状態又は運転履歴
を示す１以上のパラメータに関するデータを前記制御部の制御演算周期毎にそれぞれ取得
し、取得した前記１以上のパラメータの前記データを該パラメータの代表データとして記
憶すべきか否かを前記制御演算周期毎に判断する代表データ選択ステップと、
　前記風車コントローラにより、前記代表データ選択ステップで記憶すべきと判断された
前記代表データを記憶する代表データ記憶ステップと、
　前記代表データ記憶ステップにおいて記憶された各々の前記風力発電装置の状態に関す
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る前記１以上のパラメータの前記代表データを各々の前記風車コントローラから収集する
データ収集ステップと、
を備え、
　前記代表データ選択ステップでは、前記少なくとも１台の風力発電装置に関するイベン
トが発生したときに、前記イベントの発生時刻における前記データ、または、該発生時刻
の前後を含む期間における前記データのうち規定条件を満たすデータを前記代表データと
して前記代表データ記憶部に記憶すべきであると判断する
ことを特徴とする風力発電施設のデータ収集方法。
【請求項１４】
　少なくとも１台の風力発電装置を含む風力発電施設のデータ収集方法であって、
　前記少なくとも１台の風力発電装置は、該風力発電装置をそれぞれ制御するための制御
部を含む風車コントローラを含み、
　前記風車コントローラにより、前記少なくとも１台の風力発電装置の状態又は運転履歴
を示す１以上のパラメータに関するデータを前記制御部の制御演算周期毎にそれぞれ取得
し、取得した前記１以上のパラメータの前記データを該パラメータの代表データとして記
憶すべきか否かを前記制御演算周期毎に判断する代表データ選択ステップと、
　前記風車コントローラにより、前記代表データ選択ステップで記憶すべきと判断された
前記代表データを記憶する代表データ記憶ステップと、
　前記代表データ記憶ステップにおいて記憶された各々の前記風力発電装置の状態に関す
る前記１以上のパラメータの前記代表データを各々の前記風車コントローラから収集する
データ収集ステップと、
を備え、
　前記風車コントローラは、
　　前記データを取得するように前記風力発電装置に設けられたセンサを含む外部機器と
前記風車コントローラとを接続可能に構成されたＩ／Ｏインタフェースと、
　　前記制御部の一部として機能するＣＰＵと、
　　前記代表データを記憶するための記憶装置と、
　　前記Ｉ／Ｏインタフェース、前記ＣＰＵ及び前記記憶装置を互いに接続し、前記風車
コントローラ内において前記Ｉ／Ｏインタフェース、前記ＣＰＵ及び前記記憶装置を相互
に通信可能とするように構成されたバスと、
を含み、
　前記代表データ選択ステップでは、前記ＣＰＵによる演算処理によって、前記制御部と
しての前記ＣＰＵが前記制御演算周期毎に取得した前記データから、前記記憶装置に記憶
させるべき前記代表データを選択する
ことを特徴とする風力発電施設のデータ収集方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、風力発電施設のデータ収集システム及びデータ収集方法並びに風力発電施設
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　風車の状態監視等のために、風車の状態を示すデータを収集することが行われている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、風車停止時における風車の運転データを取得するためのシス
テムが開示されている。
　特許文献１に記載されるシステムでは、風車コントローラで出力や振動等の運転データ
が取得されるようになっている。そして、風車停止時には、風車停止前後の所定期間、風
車コントローラにより所定のサンプリングレートにて運転データが取得されるとともに、
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取得されたデータが風車コントローラのデータバッファに記憶される。データバッファに
記憶されたデータは、データ解析をするためのワークステーションに転送されるようにな
っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第８２３０２６６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、通常、風車の状態監視は、風車の状態等を示す時系列データを、所定のサン
プリングレートで所定期間にわたって連続的に取得及び蓄積し、蓄積されたデータを解析
することにより行われる。このように、風車の状態監視において所定のサンプリングレー
トで連続して取得される時系列データを用いる場合、処理対象のデータ量が非常に多くな
る。よって、蓄積されたデータを解析用の計算機等へ送信するための通信負荷が大きくな
り、あるいは、状態監視のためのデータ解析が複雑となる。
　また、上述のように所定のサンプリングレートで所定期間にわたって連続的に取得及び
蓄積された時系列データのうちすべてのデータを解析対象とするのではなく、蓄積された
データから風車の状態監視に有用なデータ（例えば、所定期間におけるデータの最小値や
最大値）を選別し、このデータのみを解析に用いることがある。このとき、上述のサンプ
リング周期が比較的長い場合には、取得及び蓄積されるデータが粗くなるため、選別され
たデータは、風力発電装置の状態又は運転履歴を的確に表すものではない場合がある。
【０００６】
　上述の事情に鑑みて、本発明の少なくとも一実施形態は、風力発電装置の状態又は運転
履歴を的確に表すデータを収集可能であるとともに、通信負荷の低減及びデータ解析の簡
素化が可能な風力発電施設のデータ収集システム及びデータ収集方法並びに風力発電施設
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）本発明の少なくとも一実施形態に係る風力発電施設のデータ収集システムは、
　少なくとも１台の風力発電装置を含む風力発電施設のデータ収集システムであって、
　前記少なくとも１台の風力発電装置をそれぞれ制御するための制御部と、前記少なくと
も１台の風力発電装置の状態又は運転履歴を示す１以上のパラメータに関する代表データ
を記憶するための代表データ記憶部と、前記１以上のパラメータに関するデータを前記制
御部の演算制御周期毎にそれぞれ取得し、取得した前記１以上のパラメータの前記データ
を該パラメータの前記代表データとして前記代表データ記憶部に記憶すべきか否かを前記
演算周期ごとに判断するように構成された代表データ選択部と、を含む少なくとも１つの
風車コントローラと、
　各々の前記風車コントローラの前記代表データ記憶部に記憶された各々の前記風力発電
装置の状態に関する前記１以上のパラメータの前記代表データを各々の前記風車コントロ
ーラから収集するように構成されたデータ収集部と、を備える。
【０００８】
　風車コントローラは、風力発電装置の制御を司る部分であるため、風力発電装置の状態
又は運転履歴を示すパラメータを制御演算周期ごとに所持している。
　そこで、上記（１）の構成に係る風車コントローラでは、制御部の制御演算周期ごとに
こうしたパラメータのデータを取得し、当該データを代表データとして記憶すべきか否か
を代表データ選択部において判断するようになっている。そして、風車コントローラの代
表データ記憶部には、代表データ選択部によって代表データとして記憶すべきであると判
断されたデータが記憶される。こうして代表データ記憶部に記憶された代表データ（例え
ば、所定期間におけるデータの最小値や最大値）は、制御演算周期ごとの細やかなデータ
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から得たものであり、風力発電装置の状態又は運転履歴を的確に表すものであるから、風
力発電装置の監視のために有用である。
　また、データ収集部により、代表データ記憶部から代表データを収集するようにしたの
で、制御演算周期ごとにデータを風車コントローラから直接取り出す場合に比べて、通信
負荷を低減できるとともに、その後のデータ解析を容易に行うことができる。
　よって、上記（１）の構成によれば、上述のようにして収集された代表データを用いる
ことにより、通信負荷を低減しながら、容易なデータ解析により風力発電装置の状態監視
を適切に行うことができる。
【０００９】
（２）幾つかの実施形態では、上記（１）の構成において、
　前記代表データ選択部は、前記少なくとも１台の風力発電装置に関するイベントが発生
したときに、前記イベントの発生時刻における前記データ、または、該発生時刻の前後を
含む期間における前記データのうち規定条件を満たすデータを前記代表データとして前記
代表データ記憶部に記憶すべきであると判断するように構成される。
【００１０】
　風力発電装置に関するイベントの発生は、風車コントローラの制御演算周期に関連して
いる。よって、上記（２）の構成によれば、イベントの発生時刻を基準として代表データ
を選択するので、過去のイベント発生時、又は、他の風車でのイベント発生時との間で、
代表データの選択条件を精度よく揃えることができる。よって、風力発電施設の状態監視
をより適切に行うことができる。
【００１１】
（３）幾つかの実施形態では、上記（２）の構成において、
　前記イベントは、前記少なくとも１台の風力発電装置の予め設定した停止中の記録開始
指示、起動、停止、併入、解列、状態の変化の検知、またはトリップの少なくとも一つで
ある。
【００１２】
　上記（３）の構成によれば、風力発電装置において所定のイベントが発生したときの該
風力発電装置の状態を適切に把握することができる。これにより、例えば、風力発電装置
の停止中や起動中に構成機器のヘルスチェックを行ったり、風力発電装置に異常事象が生
じた場合等にその原因や影響を調査したりすることができる。
【００１３】
（４）幾つかの実施形態では、上記（２）の構成において、
　前記イベントは、前記少なくとも１台の風力発電装置に作用する荷重が規定値を超えた
ことである。
【００１４】
　上記（４）の構成によれば、風力発電装置に作用する荷重が規定値を超えたときの該風
力発電装置の状態を適切に把握することができる。
【００１５】
（５）幾つかの実施形態では、上記（２）の構成において、
　前記イベントは、前記少なくとも１台の風力発電装置が接続される電力系統の系統電圧
の変動量が規定値を超えたことである。
【００１６】
　上記（５）の構成によれば、風力発電装置が接続される電力系統の系統電圧の変動量が
規定値を超えたときの該風力発電装置の状態を適切に把握することができる。これにより
、例えば、電力系統において瞬時電圧低下が発生したときに、電力系統の状態や、ＬＶＲ
Ｔ機能による風力発電装置の運転継続が行われたか否か、等を把握することができる。
【００１７】
（６）幾つかの実施形態では、上記（２）乃至（５）の何れかの構成において、
　前記代表データ記憶部は、前記イベントの発生毎に、前記代表データ選択部により選択
された前記代表データとともに、前記制御部の内部時計により取得される前記イベントの
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発生時刻を記憶するように構成される。
【００１８】
　上記（６）の構成によれば、制御部の内部時計でイベントの発生時刻を取得することに
より、風車コントローラの制御演算周期に関連するイベントの発生の時刻を、制御部の内
部時計で取得するので、正確なイベント発生時刻を取得及び記憶することができる。これ
により、過去のイベント発生時、又は、他の風車でのイベント発生時との間で、代表デー
タの選択条件をより精度よく揃えることができる。よって、風力発電施設の状態監視をよ
り適切に行うことができる。
【００１９】
（７）幾つかの実施形態では、上記（２）乃至（６）の構成において、
　前記データ収集システムは、
　前記データ収集部によって収集された前記代表データに基づいて、前記風力発電装置の
状態監視を行うように構成された状態監視部をさらに備え、
　前記代表データ記憶部は、前記イベントの発生毎に、前記代表データ選択部により選択
された前記代表データを記憶するように構成され、
　前記データ収集部は、前記代表データ記憶部に前記イベントの発生毎に記憶された複数
の前記代表データを収集するように構成され、
　前記状態監視部は、前記複数の前記代表データを比較することにより、前記少なくとも
１台の風力発電装置の異常を検知するように構成される。
【００２０】
　上記（７）の構成によれば、風力発電装置における過去の複数回のイベントについて、
イベントの発生毎に選択及び記憶された代表データを比較するので、簡素なデータ解析に
より各イベント発生毎の風力発電装置の状態を的確に把握して、風力発電装置の異常を検
知することができる。
【００２１】
（８）幾つかの実施形態では、上記（１）乃至（７）の構成において、
　前記データ収集システムは、
　前記データ収集部によって収集された前記代表データに基づいて、前記風力発電装置の
状態監視を行うように構成された状態監視部をさらに備え、
　前記風力発電施設は複数の風力発電装置を含み、
　前記データ収集部は、前記複数の風力発電装置の各々の前記代表データ記憶部に記憶さ
れた前記代表データを収集するように構成され、
　前記状態監視部は、前記複数の風力発電装置についての前記代表データを比較すること
により、前記少なくとも１台の風力発電装置の異常を検知するように構成される。
【００２２】
　上記（８）の構成によれば、複数の風力発電装置において選択及び記憶された代表デー
タを比較するので、簡素なデータ解析により、複数の風力発電装置の各々の状態を的確に
把握して、風力発電装置の異常を検知することができる。
【００２３】
（９）幾つかの実施形態では、上記（１）乃至（８）の何れかの構成において、
　前記データ収集システムは、
　前記少なくとも１つの風車コントローラが接続されるローカルネットワークをさらに備
え、
　前記ローカルネットワークに接続された、前記データ収集部としての計算機が、前記ロ
ーカルネットワークを介して各々の前記風車コントローラから前記代表データを収集する
ように構成される。
【００２４】
　上記（９）の構成によれば、ローカルネットワークに接続された計算機が、該ネットワ
ークを介して各風車コントローラから代表データを収集する。よって風力発電装置の台数
が多い場合であっても、各風力発電装置の代表データを容易に収集することができる。
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【００２５】
（１０）幾つかの実施形態では、上記（９）の構成において、
　前記データ収集システムは、
　前記データ収集部によって収集された前記代表データに基づいて、前記風力発電装置の
状態監視を行うように構成された状態監視部をさらに備え、
　前記ローカルネットワークは、インターネットを介して前記状態監視部と接続されてお
り、
　前記データ収集部は、各々の前記風車コントローラから収集した前記代表データを、前
記インターネットを介して前記状態監視部に送信するように構成される。
【００２６】
　上記（１０）の構成によれば、収集された代表データはインターネットを介して状態監
視部に送信されるので、風力発電施設から遠隔の場所においても、容易に風力発電施設の
状態監視を行うことができる。
【００２７】
（１１）幾つかの実施形態では、上記（１）乃至（１０）の何れかの構成において、
　前記データ収集システムは、
　前記少なくとも１台の風力発電装置の運転制御又は状態監視を行うための監視制御部を
さらに備え、
　前記監視制御部は、前記制御部の制御演算周期よりも長い周期で前記少なくとも１台の
風力発電装置からの監視制御データを受け取るように構成される。
【００２８】
　上記（１１）の構成によれば、風車コントローラの制御演算周期で取得されたデータを
用いた風力発電装置の状態監視に加え、上記制御演算周期よりも長い周期で取得される監
視制御データを用いた監視制御を行う。よって、上述の監視制御データを用いることによ
り、風力発電装置の状態等を示すデータに関して、より長期にわたる経時的変化を把握す
ることができ、一時点でのデータである代表データを用いた状態把握とは異なる観点での
状態監視が可能となり、より詳細に風力発電装置の状態監視を行うことができる。
【００２９】
（１２）本発明の少なくとも一実施形態に係る風力発電施設は、
　少なくとも１台の風力発電装置と、
　前記少なくとも１台の風力発電装置の状態又は運転履歴を示す１以上のパラメータに関
する代表データを収集するように構成された上記（１）乃至（１１）の何れか一項に記載
のデータ収集システムと、
を備える。
【００３０】
　上記（１２）の構成に係る風車コントローラでは、制御部の制御演算周期ごとに風力発
電装置の状態又は運転履歴を示すパラメータのデータを取得し、当該データを代表データ
として記憶すべきか否かを代表データ選択部において判断するようになっている。そして
、風車コントローラの代表データ記憶部には、代表データ選択部によって代表データとし
て記憶すべきであると判断されたデータが記憶される。こうして代表データ記憶部に記憶
された代表データ（例えば、所定期間におけるデータの最小値や最大値）は、制御演算周
期ごとの細やかなデータから得たものであり、風力発電装置の状態又は運転履歴を的確に
表すものであるから、風力発電装置の監視のために有用である。
　また、データ収集部により、代表データ記憶部から代表データを収集するようにしたの
で、制御演算周期ごとデータを風車コントローラから直接取り出す場合に比べて、通信負
荷を低減できるとともに、その後のデータ解析を容易に行うことができる。
　よって、上記（１２）の構成によれば、上述のようにして収集された代表データを用い
ることにより、通信負荷を低減しながら、容易なデータ解析により風力発電装置の状態監
視を適切に行うことができる。
【００３１】
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（１３）本発明の少なくとも一実施形態に係る風力発電施設のデータ収集方法は、
　少なくとも１台の風力発電装置を含む風力発電施設のデータ収集方法であって、
　前記少なくとも１台の風力発電装置は、該風力発電装置をそれぞれ制御するための制御
部を含む風車コントローラを含み、
　前記風車コントローラにより、前記少なくとも１台の風力発電装置の状態又は運転履歴
を示す１以上のパラメータに関するデータを前記制御部の演算制御周期毎にそれぞれ取得
し、取得した前記１以上のパラメータの前記データを該パラメータの代表データとして記
憶すべきか否かを前記制御演算周期毎に判断する代表データ選択ステップと、
　前記風車コントローラにより、前記代表データ選択ステップで記憶すべきと判断された
前記代表データを記憶する代表データ記憶ステップと、
　前記代表データ記憶ステップにおいて記憶された各々の前記風力発電装置の状態に関す
る前記１以上のパラメータの前記代表データを各々の前記風車コントローラから収集する
データ収集ステップと、
を備える。
【００３２】
　そこで、上記（１３）の方法では、風車コントローラにより、制御部の制御演算周期ご
とに風力発電装置の状態又は運転履歴を示すパラメータのデータを取得し、当該データを
代表データとして記憶すべきか否かを判断するようになっている。そして、風車コントロ
ーラは、代表データとして記憶すべきであると判断されたデータを記憶する。こうして風
車コントローラに記憶された代表データ（例えば、所定期間におけるデータの最小値や最
大値）は、制御演算周期ごとの細やかなデータから得たものであり、風力発電装置の状態
又は運転履歴を的確に表すものであるから、風力発電装置の監視のために有用である。
　また、上記（１３）の方法では、風車コントローラにより記憶された代表データを収集
するので、制御演算周期ごとデータを風車コントローラから直接取り出す場合に比べて、
通信負荷を低減できるとともに、その後のデータ解析を容易に行うことができる。
　よって、上記（１３）の方法によれば、上述のようにして収集された代表データを用い
ることにより、通信負荷を低減しながら、容易なデータ解析により風力発電装置の状態監
視を適切に行うことができる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明の少なくとも一実施形態によれば、風力発電装置の状態又は運転履歴を的確に表
すデータを収集可能であるとともに、通信負荷の低減及びデータ解析の簡素化が可能な風
力発電施設のデータ収集システム及びデータ収集方法並びに風力発電施設が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】幾つかの実施形態に係る風力発電施設に含まれる風力発電装置の構成の概略を示
す図である。
【図２】一実施形態に係る風力発電施設の全体構成を示す図である。
【図３】一実施形態に係るデータ収集システムの物理的構成を示す図である。
【図４】図３に示すデータ収集システムの機能的構成及び処理の流れを示す図である。
【図５】一実施形態に係るデータ収集システムによって風力発電装置の運転状態を示すパ
ラメータの最大値及び最小値の抽出の流れを示す図である。
【図６】従来のデータ収集システムによって、風力発電装置の運転状態を示すパラメータ
の最大値及び最小値の抽出の流れを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、添付図面を参照して本発明の幾つかの実施形態について説明する。ただし、実施
形態として記載されている又は図面に示されている構成部品の寸法、材質、形状、その相
対的配置等は、本発明の範囲をこれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。
【００３６】
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　図１は、幾つかの実施形態に係る風力発電施設に含まれる風力発電装置の構成の概略を
示す図である。
　図１に示すように、風力発電装置１００は、タワー２と、タワー２の上部に設けられ、
タワー２に支持されるナセル４と、風車ロータ６と、風車ロータ６の回転エネルギーによ
って駆動されるように構成された発電機８と、を有する。風車ロータ６は、ロータハブ５
と、ロータハブ５に取り付けられたブレード７と、を有し、ナセル４に回転自在に支持さ
れる。
【００３７】
　図１に示す風力発電装置１００では、風車ロータ６の回転エネルギーは、ドライブトレ
イン１０を介して発電機８に伝えられるようになっている。図１に示す風力発電装置１０
０のドライブトレイン１０は、風車ロータ６のロータハブ５に接続される主軸１２と、主
軸１２を回転自在に支持する主軸受１４と、トランスミッション１６と、を含む。
【００３８】
　なお、主軸１２を含む種々の機器は、水上又は地上に立設されたタワー２の上に設置さ
れたナセル４に収納され、ナセル４のナセルカバー４Ｂによって覆われていてもよい。
　また、タワー２は、ヨー旋回座軸受１５を介してナセル４のナセル台板４Ａを支持して
いてもよい。
　また、図１に示す風力発電装置１００において、主軸１２は、一対の主軸受１４（１４
Ａ，１４Ｂ）によってナセル４に支持される。一対の主軸受１４（１４Ａ，１４Ｂ）は、
それぞれ、軸受箱１３（１３Ａ，１３Ｂ）に収容されていてもよい。
【００３９】
　図１に示す風力発電装置１００のトランスミッション１６は、油圧ポンプ１８と、油圧
モータ２０と、油圧ポンプと油圧モータとを接続する高圧ライン２２及び低圧ライン２４
と、を含む油圧トランスミッションである。油圧ポンプ１８は、風車ロータ６の回転エネ
ルギーによって駆動されるように構成される。油圧モータ２０は、油圧ポンプ１８で生成
された圧油によって駆動されて、発電機シャフト９を介して発電機８に機械的エネルギー
を入力するように構成される。高圧ライン２２は油圧ポンプ１８の吐出側と油圧モータ２
０の吸込側とを接続するようになっており、低圧ライン２４は油圧モータ２０の吐出側と
油圧ポンプ１８の吸込側とを接続するようになっている。
【００４０】
　風力発電装置１００は、トランスミッション１６として、主軸１２の回転を増速して発
電機シャフト９に伝えるように構成されたギア式の増速機を有していてもよい。
　あるいは、風力発電装置１００は、ドライブトレインを介さずに主軸１２の回転により
発電機８を駆動するダイレクトドライブ型の風力発電装置であってもよい。
【００４１】
　風力発電装置１００には、該風力発電装置１００を制御するための風車コントローラ１
０１が設けられている。
　また、風力発電装置１００には、各種センサ９０が設けられている。センサ９０は、ナ
セル外部の風速を計測するための風速計、軸受の振動を計測するための振動センサ、軸受
や各種機器の温度を計測するための温度センサ、油圧機器の所定部位の圧力を計測するた
めの圧力センサ、ブレード７に作用する荷重を計測するための荷重センサ、又は、発電機
巻線に流れる電流を計測するための電流計等を含んでいてもよい。
【００４２】
　図２は、一実施形態に係る風力発電施設の全体構成を示す図である。図２に示すように
、風力発電施設１は、少なくとも１台の風力発電装置１００と、データ収集システム２０
０と、を備える。データ収集システム２００は、各風力発電装置１００に設けられた風車
コントローラ１０１（図１及び図３参照）と、データ収集部４２とを含み、各風力発電装
置１００の状態又は運転履歴を示す１以上のパラメータに関する代表データＲＤを収集す
るように構成されている。代表データＲＤについては後で詳述するが、該代表データＲＤ
は、例えば、風力発電装置１００の状態監視に用いることができる。
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【００４３】
　風力発電施設１において、少なくとも１台の風力発電装置１００は、ウィンドファーム
３０を構成していてもよく、風力発電施設１は、複数のウィンドファーム３０を含んでい
てもよい。図２に示す例示的な実施形態では、風力発電施設１は２つのウィンドファーム
３０（ウィンドファームＡ及びウィンドファームＢ）を含み、各ウィンドファーム３０に
は、それぞれ、複数の風力発電装置１００が属している。そして、風力発電施設１のデー
タ収集システム２００は、各ウィンドファーム３０に属する複数の風力発電装置１００の
各々に関する前述の代表データＲＤを、収集するようになっていてもよい。
【００４４】
　各ウィンドファーム３０には、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）が設けられてお
り、ウィンドファーム３０を構成する機器は、当該ＬＡＮに接続されている。図２に示す
ように、各ウィンドファーム３０のＬＡＮは、風力発電装置１００の各々に設けられた風
車コントローラ１０１が接続される風車ネットワーク３４と、データ収集部４２が接続さ
れるデータ収集ネットワーク３６と、を含んでいてもよい。図２に示す実施形態では、風
車ネットワーク３４とデータ収集ネットワーク３６とは、スイッチ３８（ネットワーク機
器）を介して接続されている。すなわち、データ収集部４２は、スイッチ３８を介して風
車ネットワーク３４に接続されており、該風車ネットワーク３４を介して、各風車コント
ローラ１０１から上述の代表データＲＤを収集するようになっている。
【００４５】
　なお、データ収集部４２は、例えばパーソナルコンピュータ等の計算機によって構成さ
れていてもよい。また、図２に示すように、データ収集部４２は、ウィンドファーム３０
ごとに設けられていてもよい。
【００４６】
　データ収集システム２００は、風力発電装置１００の状態監視を行うための状態監視部
５０をさらに備えていてもよい。状態監視部５０は、データ収集部４２によって収集され
た代表データＲＤに基づいて、風力発電装置１００の状態監視を行うように構成されてい
てもよい。
【００４７】
　図２に示す例示的な実施形態では、状態監視部５０は、データ蓄積部５４と、データ分
析部５２と、を含む。データ分析部５２は、例えばパーソナルコンピュータ等の計算機に
よって構成されていてもよい。データ蓄積部５４は、データを蓄積可能なストレージ装置
５４ａを含んでいてもよい。
【００４８】
　また、図２に示す例示的な実施形態では、状態監視部５０は、状態監視ネットワーク（
ＬＡＮ）５６を含み、データ蓄積部５４及びデータ分析部５２は、それぞれ、状態監視ネ
ットワーク５６に接続されている。そして、状態監視ネットワーク５６は、インターネッ
ト１３０を介して、各ウィンドファーム３０のＬＡＮと接続されている。より具体的には
、状態監視ネットワーク５６及びウィンドファーム３０のデータ収集ネットワーク３６は
、それぞれ、ルータ５８，４０を介してインターネット１３０に接続されている。
　したがって、ウィンドファーム３０のデータ収集部４２で収集された各風力発電装置１
００の代表データＲＤは、データ収集部４２からインターネット１３０を介して状態監視
部５０に送信可能となっている。
【００４９】
　また、図２に示すように、データ収集システム２００は、風力発電装置１００の運転制
御又は状態監視を行うための監視制御部６０をさらに備えていてもよい。
　監視制御部６０は、例えば、風力発電装置１００の運転状況を示すデータを収集して制
御に用いるＳＣＡＤＡ（Ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｎｄ　Ｄａｔａ　
Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ）や、風力発電装置１００の状態を監視するための状態モニタシ
ステム（ＣＭＳ：Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等を含ん
でいてもよい。
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【００５０】
　図２に示す例示的な実施形態では、データ収集システム２００は、監視制御部６０とし
て、風力発電装置１００の運転状況を示すデータを収集して制御を行うためのＳＣＡＤＡ
サーバを含む。また、図２に示すＳＣＡＤＡサーバ（監視制御部６０）は、収集したデー
タを蓄積するための、ストレージ装置６０ａを含んでいてもよい。
　また、図２に示すように、監視制御部６０は、風力発電施設１を構成するウィンドファ
ーム３０ごとに設けられていてもよい。
【００５１】
　図３は、一実施形態に係るデータ収集システム２００の物理的構成を示す図であり、図
４は、図３に示すデータ収集システム２００の機能的構成及び処理の流れを示す図である
。
　なお、図３及び図４では、図２に示したネットワーク構成装置（各ＬＡＮ３４，３６，
５６、インターネット１３０、及びルータ４０，５８やスイッチ３８等のネットワーク機
器等）の図示を省略している。
【００５２】
　上述したように、データ収集システム２００は、各風力発電装置１００に設けられた風
車コントローラ１０１と、データ収集部４２とを含む。
【００５３】
　風車コントローラ１０１は、例えば図３に示すように、ＣＰＵ（中央演算処理装置）１
０２と、Ｉ／Ｏインターフェース１０４と、通信インターフェース１０６と、記憶装置１
０８と、を含み、これらはバス１０５によって接続され、該バス１０５を介して相互に通
信可能になっている。
【００５４】
　ＣＰＵ１０２は、種々のセンサ９０（例えば、荷重センサ、振動センサ、温度センサ、
圧力センサ、電流計等）から受け取られる情報を処理するように構成される。
【００５５】
　記憶装置１０８は、ＣＰＵ１０２によって処理される情報や命令を格納及び転送するた
めに用いられる。また、記憶装置１０８は、センサ９０から受け取った種々のデータを格
納するために用いられる。記憶装置１０８は、揮発性のＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅ
ｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）及び／又は不揮発性のＲＡＭ（ＮＶＲＡＭ；ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉ
ｌｅ　ＲＡＭ）を含んでいてもよい。
【００５６】
　Ｉ／Ｏインターフェース１０４は、風車コントローラ１０１と種々のセンサ９０を含む
各種外部機器との間の接続を可能とするインターフェースである。Ｉ／Ｏインターフェー
ス１０４は、例えば、センサ９０から受け取ったアナログ信号を、ＣＰＵ１０２が処理可
能なデジタル信号に変換する機能を有していてもよい。
【００５７】
　通信インターフェース１０６は、風車コントローラ１０１と、該風車コントローラ１０
１が接続されるネットワークとの間の通信を可能とするインターフェースである。例えば
、記憶装置１０８に記憶されたデータをネットワークを介して他の装置（例えばデータ収
集部４２）に送信する場合、該データは、通信インターフェース１０６を介して当該他の
装置に送信されるようになっている。
【００５８】
　なお、上述したように、風車コントローラ１０１は、各風力発電装置１００ごとに設け
られているが、図３には、ウィンドファームＡに含まれる複数の風車コントローラ１０１
のうち、１つの風車コントローラ１０１についてのみ、ＣＰＵ１０２、Ｉ／Ｏインターフ
ェース１０４、通信インターフェース１０６及びバス１０５を含む具体的構成を示してい
る。そして、他の風車コントローラ１０１については、図の簡略化のため、記憶装置１０
８のみ示し、他の要素については図示を省略している。また、図４には、各風力発電装置
１００ごとに設けられた風車コントローラ１０１のうち１つの風車コントローラ１０１の
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みが図示されており、他の風車コントローラ１０１については図示を省略している。
【００５９】
　図４に示すように、風車コントローラ１０１は、風力発電装置１００を制御するための
制御部１１０と、代表データ選択部１１２と、代表データ記憶部１１３と、を含む。
【００６０】
　制御部１１０は、制御演算周期毎に、風力発電装置１００の制御（例えば、翼ピッチ角
、ヨー角、発電機回転数などの制御）のための演算を行い、制御演算の結果に基づいて、
風力発電装置１００の各部（例えば、ピッチアクチュエータ、ヨーモータ、又は、油圧ト
ランスミッション等）に制御信号を送るようになっている。
　すなわち、風車コントローラ１０１は、風力発電装置１００の制御を司る部分であるた
め、風力発電装置１００の状態又は運転履歴を示すパラメータを制御演算周期ごとに所持
している。
【００６１】
　代表データ選択部１１２は、風力発電装置１００の状態又は運転履歴を示す１以上のパ
ラメータに関するデータを制御部１１０の制御演算周期毎にそれぞれ取得し、取得した前
記データを該パラメータの代表データＲＤとして、代表データ記憶部１１３に記憶すべき
か否かを、制御部１１０の制御演算周期ごとに判断するように構成されている。
　代表データ記憶部１１３は、代表データ選択部１１２によって記憶すべきであると判断
されたデータを、上述のパラメータの代表データＲＤとして記憶するように構成されてい
る。
【００６２】
　制御部１１０及び代表データ選択部１１２（図４参照）は、例えば、ＣＰＵ１０２、Ｉ
／Ｏインターフェース１０４、記憶装置１０８（図３参照）等により構成されていてもよ
い。
　また、代表データ記憶部１１３（図４参照）は、記憶装置１０８（図３参照）により構
成されていてもよい。代表データ記憶部１１３として、ＮＶＲＡＭを用いてもよい。
【００６３】
　幾つかの実施形態では、代表データ選択部１１２は、風力発電装置１００の運転に関す
るイベントが発生したときに、該イベントの発生時刻における前記データ、または、該発
生時刻の前後を含む期間における前記データのうち規定条件を満たすデータを代表データ
ＲＤとして代表データ記憶部１１３に記憶すべきであると判断するように構成されている
。
　風力発電装置１００の運転に関するイベントの発生は、風車コントローラ１０１の制御
演算周期に関連しているので、イベントの発生時刻を基準として代表データＲＤを選択す
ることにより、例えば、過去のイベント発生時、又は、他の風力発電装置１００でのイベ
ント発生時との間で、代表データＲＤの選択条件を精度よく揃えることができる。
【００６４】
　例えば、一実施形態では、代表データ選択部１１２は、風力発電装置１００の起動及び
該起動後の風力発電装置１００の停止をイベントとして、該風力発電装置１００の起動か
ら停止までの間（すなわち、風力発電装置１００の一続きの運転期間）におけるデータを
、代表データＲＤとして記憶すべきか否かの判断対象とするように構成されていてもよい
。また、代表データ選択部１１２は、代表データＲＤとして、例えば、前述の運転期間中
に制御演算周期毎に取得された、風力発電装置１００の状態又は運転履歴を示す１以上の
パラメータに関するデータ（例えば、ブレード７に作用する荷重や、油圧機器における所
定部位の圧力等）のうち最大値、又は最小値を、代表データＲＤとして代表データ記憶部
１１３に記憶すべきであると判断するようになっていてもよい。
　なお、ブレード７に作用する荷重は、ブレード７に取り付けられた荷重センサ９０によ
り取得されるようになっていてもよい。また、油圧機器における所定部位の圧力は、圧力
センサによって取得されるようになっていてもよい。
【００６５】
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　このようにして代表データ選択部１１２により、代表データＲＤとして記憶すべきであ
ると判断されたデータは、代表データＲＤとして代表データ記憶部１１３に記憶される。
【００６６】
　代表データ記憶部１１３は、記憶装置１０８において、複数のバッファ１１８がリング
状に配列されたリングバッファ１１６形式の記憶領域であってもよい。
　そして、各バッファ１１８には、１回のイベントに関連する少なくとも１つの代表デー
タＲＤ（例えば、上述の、ブレード７に作用する荷重の最大値、及び、油圧機器の所定部
位の圧力の最大値、及び、最小値等）が１組のデータとして記憶されるようになっていて
もよい（図４の代表データＲＤ参照）。
【００６７】
　例えば、代表データ記憶部１１３として、M種のデータを格納可能な、合計Ｎ個のバッ
ファ１１８が論理的にリング状に配列されたリングバッファ１１６を用いる場合、該リン
グバッファ１１６には、イベントＮ回分に対応する（例えば、風力発電装置１００の一続
きの運転期間のＮ回分に対応する）代表データＲＤの１組のデータを、最大Ｎ組記憶する
ことができる。
　リングバッファ１１６に記憶された代表データＲＤの処理は、例えば以下のようになっ
ていてもよい。例えば、リングバッファ１１６において、１回目のイベントに対応する代
表データＲＤは１つ目のバッファ１１８に格納され、２回目のイベントに対応する代表デ
ータＲＤは２つ目のバッファ１１８に格納され、順次、Ｎ回目のイベントに対応する代表
データＲＤはＮ個目のバッファ１１８に格納される。そして、Ｎ＋１回目のイベントに対
応する代表データＲＤは、１回目のイベントに対応する代表データＲＤが格納されていた
１つ目のバッファに格納（上書き）されるようになっている。
　このように、リングバッファ１１６を用いることにより、複数回のイベントに対応する
複数個の代表データＲＤの管理を、容易に行うことができる。
【００６８】
　また、リングバッファ１１６は、データ取得対象のイベントの種類に応じて、複数個用
意されていてもよい。例えば、風力発電装置１００の起動及び該起動後の風力発電装置１
００の停止をイベントとして、該風力発電装置１００の起動から停止までの間（すなわち
、風力発電装置１００の一続きの運転期間）を１つのデータ取得対象期間とし、さらに、
ブレード７に作用する荷重が閾値を超えたこと（翼荷重過大となったこと）をイベントと
して、翼荷重過大となった時刻から規定時間経過後までの期間を別の１つのデータ取得対
象とする場合、２種類のデータ取得対象のイベントそれぞれに対応するように、リングバ
ッファ１１６を２つ用意してもよい。
　このように、イベント毎にリングバッファ１１６を複数用意することにより、記憶装置
１０８におけるデータの管理が容易となる。
【００６９】
　代表データ記憶部１１３は、イベントの発生毎に、代表データ選択部１１２により選択
された代表データＲＤとともに、制御部１１０の内部時計１１４（図４参照）により取得
される前記イベントの発生時刻を記憶するように構成されていてもよい。イベントの発生
時刻は風車コントローラ１０１の制御演算周期に関連するので、制御部１１０の内部時計
１１４により、正確なイベントの発生時刻を取得することができる。
　よって、例えば、過去のイベント発生時、又は、他の風力発電装置１００でのイベント
発生時との間で、代表データＲＤの選択条件をより精度よく揃えることができる。
【００７０】
　図３及び図４に示すように、データ収集部４２には、各々の風車コントローラ１０１の
代表データ記憶部１１３（記憶装置１０８）に記憶された各々の風力発電装置１００の状
態に関する１以上のパラメータの代表データＲＤを、各々の風車コントローラ１０１から
収集するように構成される。
　代表データ記憶部１１３（記憶装置１０８）に記憶された代表データＲＤは、風車コン
トローラ１０１の通信インターフェース１０６を介して、データ収集部４２に収集される
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ようになっていてもよい。
【００７１】
　データ収集部４２は、同じウィンドファーム３０に属する複数の風力発電装置１００の
風車コントローラ１０１を巡回して、各風車コントローラから代表データＲＤを収集する
ように構成されていてもよい。
　データ収集部４２による複数の風力発電装置１００の風車コントローラ１０１の巡回は
、自動的に行われてもよく（例えば、１日又は１週間に１回等、定期的に行われてもよい
）、あるいは、オペレータが適時にデータ収集部４２に指令を出すことにより行われても
よい。
【００７２】
　データ収集部４２が各風力発電装置１００で取得された代表データＲＤを収集する結果
、データ収集部４２には、複数の風力発電装置１００のそれぞれにおいて、例えば過去の
複数回のイベント発生に対応して取得された複数の代表データＲＤが蓄積されていく。よ
って、このように蓄積された代表データＲＤ同士を比較することにより、各風力発電装置
１００の状態監視を行うことができる。
【００７３】
　状態監視部５０は、データ収集部４２によって収集された代表データＲＤに基づいて、
各々の風力発電装置１００の状態監視を行うように構成される。
【００７４】
　状態監視部５０は、図２に示すように、インターネット１３０を介してデータ収集部４
２に接続されており、データ収集部４２で収集された代表データＲＤが、インターネット
１３０を介して、状態監視部５０に送信されるようになっていてもよい。この場合、ウィ
ンドファーム３０から離れた遠隔地においても風力発電装置１００の状態監視を容易に行
うことができる。
　あるいは、図示しないが、状態監視部５０は、各ウィンドファーム３０のＬＡＮに直接
接続されており、各ウィンドファーム３０内で、それぞれのウィンドファーム３０に属す
る風力発電装置１００の状態監視を行ってもよい。
【００７５】
　なお、状態監視部５０において、データ収集部４２からの代表データＲＤはデータ蓄積
部５４に蓄積されるようになっており、該データ蓄積部５４に蓄積された代表データＲＤ
をデータ分析部５２が分析することにより、各風力発電装置１００の状態監視を行うよう
になっていてもよい。
【００７６】
　状態監視部５０は、例えば、多変量解析や、ＰＣＡ等の各種分析を実施することにより
、各風力発電装置１００の状態監視を行うようになっていてもよい。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、データ収集部４２は、イベントの発生毎に代表データ記憶部
１１３に記憶された複数の代表データＲＤを収集するようになっており、状態監視部５０
は、これらの複数の代表データＲＤを比較することにより、風力発電装置１００の異常を
検知するように構成されていてもよい。すなわち、風力発電装置１００における過去の複
数回のイベントについて、イベントの発生毎に選択及び記憶された代表データＲＤを比較
するので、簡素なデータ解析により各イベント発生毎の風力発電装置１００の状態を的確
に把握して、風力発電装置１００の異常を検知することができる。
【００７８】
　また、幾つかの実施形態では、データ収集部４２は、ウィンドファーム３０に属する複
数の風力発電装置１００の各々の代表データ記憶部１１３に記憶された代表データＲＤを
収集するように構成されており、状態監視部５０は、複数の風力発電装置１００について
の代表データＲＤを比較することにより、風力発電装置１００の異常を検知するように構
成されていてもよい。すなわち、複数の風力発電装置１００において選択及び記憶された
代表データＲＤを比較することにより、簡素なデータ解析により、複数の風力発電装置１
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００の各々の状態を的確に把握して、風力発電装置１００の異常を検知することができる
。
【００７９】
　すでに述べたように、風車コントローラ１０１は、風力発電装置１００の制御を司る部
分であるため、風力発電装置１００の状態又は運転履歴を示すパラメータを制御演算周期
ごとに所持している。
　そこで、上述した実施形態では、風車コントローラ１０１では、制御部１１０の制御演
算周期ごとにこうしたパラメータのデータを取得し、当該データを代表データＲＤとして
記憶すべきか否かを代表データ選択部１１２において判断するようになっている。また、
風車コントローラ１０１の代表データ記憶部１１３には、代表データ選択部１１２によっ
て代表データＲＤとして記憶すべきであると判断されたデータが記憶される。よって、こ
のようにして代表データ記憶部１１３に記憶された代表データＲＤ（例えば、所定期間に
おけるデータの最小値や最大値）は、制御演算周期ごとの細やかなデータから得たもので
あり、風力発電装置１００の状態又は運転履歴を的確に表すものであるから、風力発電装
置１００の監視のために有用である。
　また、上述の実施形態では、データ収集部４２により、代表データ記憶部１１３から代
表データＲＤを収集するようにしたので、制御演算周期ごとにデータを風車コントローラ
１０１から直接取り出す場合に比べて、通信負荷を低減できるとともに、その後のデータ
解析を容易に行うことができる。
　よって、上述のようにして収集された代表データＲＤを用いることにより、通信負荷を
低減しながら、容易なデータ解析により風力発電装置１００の状態監視を適切に行うこと
ができる。
【００８０】
　ここで、図５は、上述した実施形態に係るデータ収集システム２００によって風力発電
装置１００の運転状態を示すパラメータ（例えば油圧機器の所定部位の圧力）の最大値（
Ｍａｘ）及び最小値（Ｍｉｎ）の抽出の流れを示す図である。また、図６は、従来のデー
タ収集システムとしてのＳＣＡＤＡによって、同様のパラメータの最大値（Ｍａｘ）及び
最小値（Ｍｉｎ）の抽出の流れを示す図である。図５及び図６のいずれにおいても、パラ
メータの最大値及び最小値は、風力発電装置１００の状態監視を行うために取得（抽出）
するものである。
【００８１】
　上述したように風車コントローラ１０１では、風力発電装置１００の状態又は運転履歴
を示すパラメータを制御演算周期（図５に示す周期Ｔ１）ごとに取得し、所持している。
風車コントローラ１０１の制御演算周期は、例えば、１０ｍｓ以上１００ｍｓ以下程度で
ある。
　ここで、風力発電装置１００におけるパラメータの最大値及び最小値を評価する対象期
間をＴＰとする（図５及び図６参照）。
【００８２】
　一般的に、ＳＣＡＤＡのデータサンプリング周期Ｔ２（図６参照）は、例えば５００ｍ
ｓ以上２０分以下程度であり、風車コントローラ１０１の制御演算周期Ｔ１（１０ｍｓ以
上１００ｍｓ以下程度）より長い。このため、ＳＣＡＤＡサーバ（監視制御部６０）によ
って取得されるパラメータに関するデータは情報が間引かれていることが通常である（図
６のＳＣＡＤＡサーバ（監視制御部６０）参照）。したがって、ＳＣＡＤＡで収集したデ
ータをオフライン分析して上述のパラメータの最大値及び最小値を評価する場合、上述の
ように間引かれたデータから最大値（Ｍａｘ）及び最小値（Ｍｉｎ）を抽出するので（図
６のデータ分析部５２を参照）、実際の最大値及び最小値とは大きくずれている場合があ
る。また、通常、ＳＣＡＤＡで取得するデータは、風力発電装置１００の運転中、長時間
にわたり所定のデータサンプリング周期Ｔ２で継続して取得し続けるものであるから、Ｓ
ＣＡＤＡサーバ（監視制御部６０）に蓄積されるデータ量が膨大となる。そして、このよ
うな膨大なデータの中から、上記パラメータに関する所定期間における最大値や最小値等
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の代表値をオフライン分析により取得するためには、多大なデータ処理が必要となる。
【００８３】
　これに対し、上述した実施形態によれば（図５参照）、風車コントローラ１０１におい
て、制御部１１０の制御演算周期Ｔ１ごとにパラメータのデータを取得し、当該データを
代表データＲＤとして記憶すべきか否かを代表データ選択部１１２において判断する。即
ち、風車コントローラ１０１には、制御演算周期Ｔ１ごとに各パラメータのデータがセン
サ等から入力される。そして、代表データ選択部１１２では、このデータ（Ｙ）について
、制御演算周期毎Ｔ１に、最大値に関して「Ｉｆ　Ｙ　＞　Ｙ＿ｍａｘ，　ｔｈｅｎ　Ｙ
＿ｍａｘ　＝　Ｙ，　ｅｎｄ　ｉｆ」との処理を行い、最小値に関しては「ｉｆ　Ｙ＜Ｙ
＿ｍｉｎ，　ｔｈｅｎ　Ｙ＿ｍｉｎ＝Ｙ，　ｅｎｄ　ｉｆ」の処理が行われ（図５の代表
データ選択部１１２参照）、この処理の結果に従って、代表データ記憶部１１３（記憶装
置１０８）に代表データＲＤ（すなわち最大値Ｙ＿ｍａｘ又は最小値Ｙ＿ｍｉｎ）が上書
き更新されていくようになっている（図６の代表データ記憶部１１３参照）。このように
して、代表データ選択部１１２によって代表データＲＤとして記憶すべきであると判断さ
れたデータ（Ｙ＿ｍａｘ及びＹ＿ｍｉｎ）が、代表データ記憶部１１３に記憶されるよう
になっている。
　したがって、代表データ記憶部１１３に記憶された代表データ（例えば、所定期間ＴＰ
におけるデータの最小値Ｙ＿ｍｉｎや最大値Ｙ＿ｍａｘ）は、制御演算周期Ｔ１ごとの細
やかなデータから得たものであり、風力発電装置の状態又は運転履歴を的確に表すもので
ある。よって、データ分析部５２（図５参照）における分析対象のデータ精度を向上し、
データ抽出処理を用意に行うことができる。
【００８４】
　なお、代表データ選択部１１２において記憶すべきか否かを判断し、代表データ記憶部
１１３に記憶される代表データは、風力発電装置１００の運転状態を示すパラメータの所
定期間における最大値又は最小値であってもよく、あるいは、該パラメータの所定期間に
おける平均値、標準偏差、又は標準偏差の最大等の各種統計量であってもよい。あるいは
、該代表データは、所定時刻における上記パラメータの値であってもよい。所定時刻とは
、例えば、風力発電装置１００の併入から規定時間経過後、又はシャットダウンの瞬間等
であってもよい。
【００８５】
　上述したように、幾つかの実施形態では、代表データ選択部１１２は、少なくとも１台
の風力発電装置１００の運転に関するイベントが発生したときに、該イベントの発生時刻
における上述のパラメータに関するデータ、または、該発生時刻の前後を含む期間におけ
るデータのうち規定条件を満たすデータを代表データＲＤとして代表データ記憶部１１３
に記憶すべきであると判断するように構成される。
　風力発電装置１００の運転に関するイベントとしては、例えば、以下のものが挙げられ
る。
【００８６】
　幾つかの実施形態では、上述のイベントは、少なくとも１台の風力発電装置１００の予
め設定した停止中の記録開始指示、起動、停止、併入、解列、最大、最小、状態の変化の
検知、またはトリップの少なくとも一つであってもよい。
　この場合、風力発電装置１００において所定のイベントが発生したときの該風力発電装
置１００の状態を適切に把握することができる。これにより、例えば、風力発電装置１０
０の停止中や起動中に構成機器のヘルスチェックを行ったり、風力発電装置１００に異常
事象が生じた場合等にその原因や影響を調査したりすることができる。
【００８７】
　また、この場合、風力発電装置１００の状態又は運転履歴を示すパラメータの代表デー
タＲＤとして、例えば以下のものを採用することができる。
・風力発電装置１００の起動／停止の時刻、一回の起動／停止における発電量、風況、最
大回転数、定格での運転時間等。
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・風力発電装置１００を構成する機器の温度の併入時点の値、又は、運転中（起動から停
止まで）の最大値等。
・油圧機器に関連する計測値（圧力等）の最小値又は最大値、圧力偏差の最大値等。
・風力発電装置１００の起動から停止までにおける（すなわち１回の運転中の）発電機冷
却ファンの運転時間又は運転回数等。
・風力発電装置１００の起動から停止までにおけるブレード７に作用する荷重の最大値、
風車ロータの最大回転数等。
【００８８】
　また、幾つかの実施形態では、上述のイベントは、少なくとも１台の風力発電装置１０
０に作用する荷重が規定値を超えたことである。
　この場合、風力発電装置１００に作用する荷重が規定値を超えたときの該風力発電装置
の状態を適切に把握することができる。
【００８９】
　この場合、風力発電装置１００に作用する荷重が規定値を超えた時刻（すなわち、イベ
ント発生時刻）よりも所定時間前の時刻から、当該イベント発生時刻よりも所定時間経過
後の時刻までの期間における、風車ロータ６を構成する複数のブレード７の各々に採用す
る荷重の最大値を、代表データＲＤとしてもよい。
　この場合、例えば、風車ロータ６を構成する３枚のブレード７において、複数回のイベ
ント毎に記憶される代表データＲＤを比較し、仮に、何れか１枚のブレード７について、
代表データＲＤの経時的な変化が他のブレード７よりも大きいような場合には、例えば、
当該ブレード７に設けられた荷重センサにおいてドリフトが発生している可能性があるこ
とを検知することができる。
【００９０】
　また、幾つかの実施形態では、上述のイベントは、少なくとも１台の風力発電装置１０
０が接続される電力系統の系統電圧の変動量が規定値を超えたことである。
　この場合、風力発電装置１００が接続される電力系統の系統電圧の変動量が規定値を超
えたときの該風力発電装置１００の状態を適切に把握することができる。これにより、例
えば、電力系統において瞬時電圧低下が発生したときに、電力系統の状態や、ＬＶＲＴ機
能による風力発電装置１００の運転継続が行われたか否か、等を把握することができる。
【００９１】
　上述の場合、風力発電装置１００が接続される電力系統の系統電圧の変動量が規定値を
超えた時刻（すなわち、イベント発生時刻）よりも所定時間前の時刻における上述のパラ
メータの値、及び、当該イベント発生時刻移行、当該イベント発生時刻から所定時間経過
後の時刻までの期間における、上述のパラメータの最大値及び／又は最小値を、代表デー
タＲＤとしてもよい。
　この場合、風力発電装置１００の状態又は運転履歴を示すパラメータとして、例えば以
下のものを採用することができる。
・系統電圧低下時間、無効電力供給量、有効電力低下量、固定子電流及び回転子電流、発
電機回転数の変動量等。
【００９２】
　幾つかの実施形態では、データ収集システム２００は、上述したように、風力発電装置
１００の運転制御又は状態監視を行うための監視制御部６０をさらに備えている（図２参
照）。監視制御部６０は、風車コントローラ１０１の制御部１１０の制御演算周期よりも
長い周期で少なくとも１台の風力発電装置１００からの監視制御データを受け取るように
構成される。
【００９３】
　一実施形態では、監視制御部６０は、風速計や各種センサから情報を収集し、収集した
情報に基づく制御信号を生成して風車に送るように構成された、又は、収集した情報を分
析して、該情報を動的かつ視覚的に表示するための信号をディスプレイに送るように構成
されたＳＣＡＤＡ（Ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｎｄ　Ｄａｔａ　Ａｃ
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ｑｕｉｓｉｔｉｏｎ）システムであってもよい。
　あるいは、一実施形態では、監視制御部６０は、例えば振動センサを用いてギアや軸受
等の振動を示す計測データを収集し、収集した計測データの分析結果に基づいて故障診断
を行うように構成された状態モニタシステム（ＣＭＳ：Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔ
ｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）であってもよい。
【００９４】
　監視制御部６０が風力発電装置１００からの監視制御データを受け取る周期は、例えば
、５００ｍｓ以上２０分以下であってもよい。
【００９５】
　このように、風車コントローラ１０１の制御演算周期で取得されたデータを用いた風力
発電装置１００の状態監視に加え、上記制御演算周期よりも長い周期で取得される監視制
御データを用いた監視制御を行えば、上述の監視制御データを用いることにより、風力発
電装置１００の状態等を示すデータに関して、より長期にわたる経時的変化を把握するこ
とができ、一時点でのデータである代表データＲＤを用いた状態把握とは異なる観点での
状態監視が可能となり、より詳細に風力発電装置１００の状態監視を行うことができる。
【００９６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ことはなく、上述した実施形態に変形を加えた形態や、これらの形態を適宜組み合わせた
形態も含む。
【００９７】
　本明細書において、「ある方向に」、「あ向に沿って」、「平行」、「直交」、「中心
」、「同心」或いは「同軸」等の相対的或いは絶対的な配置を表す表現は、厳密にそのよ
うな配置を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の角度や距離をも
って相対的に変位している状態も表すものとする。
　例えば、「同一」、「等しい」及び「均質」等の物事が等しい状態であることを表す表
現は、厳密に等しい状態を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の
差が存在している状態も表すものとする。
　また、本明細書において、四角形状や円筒形状等の形状を表す表現は、幾何学的に厳密
な意味での四角形状や円筒形状等の形状を表すのみならず、同じ効果が得られる範囲で、
凹凸部や面取り部等を含む形状も表すものとする。
　また、本明細書において、一の構成要素を「備える」、「含む」、又は、「有する」と
いう表現は、他の構成要素の存在を除外する排他的な表現ではない。
【符号の説明】
【００９８】
１　　　　　風力発電施設
２　　　　　タワー
４　　　　　ナセル
４Ａ　　　　ナセル台板
４Ｂ　　　　ナセルカバー
５　　　　　ロータハブ
６　　　　　風車ロータ
７　　　　　ブレード
８　　　　　発電機
９　　　　　発電機シャフト
１０　　　　ドライブトレイン
１２　　　　主軸
１３　　　　軸受箱
１４　　　　主軸受
１５　　　　ヨー旋回座軸受
１６　　　　トランスミッション



(20) JP 6503419 B2 2019.4.17

10

20

30

１８　　　　油圧ポンプ
２０　　　　油圧モータ
２２　　　　高圧ライン
２４　　　　低圧ライン
３０　　　　ウィンドファーム
３４　　　　風車ネットワーク
３６　　　　データ収集ネットワーク
３８　　　　スイッチ
４０　　　　ルータ
４２　　　　データ収集部
５０　　　　状態監視部
５２　　　　データ分析部
５４　　　　データ蓄積部
５４ａ　　　ストレージ装置
５６　　　　状態監視ネットワーク
５８　　　　ルータ
６０　　　　監視制御部
６０ａ　　　ストレージ装置
９０　　　　センサ
１００　　　風力発電装置
１０１　　　風車コントローラ
１０２　　　ＣＰＵ
１０４　　　Ｉ／Ｏインターフェース
１０５　　　バス
１０６　　　通信インターフェース
１０８　　　記憶装置
１１０　　　制御部
１１２　　　代表データ選択部
１１３　　　代表データ記憶部
１１４　　　内部時計
１１６　　　リングバッファ
１１８　　　バッファ
１３０　　　インターネット
２００　　　データ収集システム
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